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人　口

　　男

　　女

世帯数

人口と世帯数
２月１日現在（前月比）

29,528人

14,207人

15,321人

11,903世帯
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（

26人増

14人増

12人増

3世帯増

）

）

）

）

再生紙を使用しています

▼
確
定
申
告
書
は
自
分
で
書
い
て
お
早
め
に

▼
非
常
勤
嘱
託
職
員
の
登
録
制
度

▼
阪
急
水
無
瀬
駅
の
バ
リ
ア
フ
リ
ー
化
工
事

▼
島
本
町
ス
ポ
ー
ツ
・
レ
ク
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
祭

▼
個
別
予
防
接
種
を
お
忘
れ
な
く
！
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平
成
22
年
度

町
民
交
通
傷
害
保
険

 

「
１
日
１
円
」で
家
族
の
安
心


問
合
せ
＝
住
民
課（

962
‐
７
４
６
４
・

962
‐
５
６
５
２
）

 

【
一
小
地
域
】

　
阪
急
Ｂ
、柴
田
団
地
、水
無
瀬
門
ノ

　
内
、共
同
荘
園
、阪
急
Ｃ

 

【
二
小
地
域
】

　
大
沢
、尺
代
、山
崎
、山
崎
柴
田
、東

　
大
寺
、東
大
寺
三
丁
目
、若
山
台
、

　
若
山
台
第
二
、ユ
ニ
ラ
イ
フ
山
崎
、

　
ユ
ニ
ラ
イ
フ
山
崎
Ｃ
棟
、ユ
ニ
ハ

　
イ
ム
山
崎
、百
山

 

【
三
小
地
域
】

　
楠
公
、楠
、青
葉
会
、コ
ー
ポ
水
無

　
瀬
、青
葉
ハ
イ
ツ
、桜
井
台
、桜
井
、

　
楠
東
、御
所
の
内
、桜
井
西
側
、向

　
陽
ヶ
丘

 

【
四
小
地
域
】

　
新
水
無
瀬
万
葉
、水
無
瀬
、大
美
、

　
大
同
、江
川
、高
浜
、高
浜
西
、ニ
ュ
ー

　
高
浜

３月１日受付開始
保
険
期
間

　
４
月
１
日
〜
来
年
３
月
31
日（
中
途

加
入
の
場
合
は
申
込
み
時
か
ら
有
効
）


保
険
の
対
象

　
日
本
国
内
で
起
こ
っ
た
交
通
事
故

に
よ
る
ケ
ガ
・
障
害
・
死
亡


最
高
補
償
額

　
１
口
加
入
で
100
万
円

　（
２
口
は
200
万
円
）


事
故
給
付
金

※
１
口
加
入
の
場
合

　
死
亡
100
万
円
、後
遺
障
害
100
万
円
、

傷
害
・
治
療
期
間
６
か
月
以
上
12
万
円

〜
１
週
間
未
満
５
千
円


加
入
資
格

　
本
町
に
住
民
登
録
ま
た
は
外
国
人

登
録
さ
れ
て
い
る
方（
加
入
後
、他
市

町
村
へ
転
出
さ
れ
て
も
有
効
）


年
額
保
険
料

※
１
人
２
口
ま
で
加
入
で
き
ま
す

　
１
口
360
円
、２
口
720
円

　（
中
途
加
入
の
場
合
は
１
口
月
額
30
円
）


保
険
金
の
請
求

　
事
前
に
お
問
い
合
わ
せ
の
う
え
、必

要
書
類
を
添
え
て
、住
民
課
へ
請
求
し

て
く
だ
さ
い
。


受
付
開
始
日

　
３
月
１
日
（
月
）
か
ら
、平
日
の
午

前
９
時
〜
午
後
５
時
30
分（
正
午
〜
午

後
１
時
を
除
く
）に
住
民
課（
役
場
１

階
②
番
窓
口
）で
受
け
付
け
て
い
る
ほ

か
左
記

の
自
治
会
員
の
方
は
各
自

治
会
で
も
受
け
付
け
て
い
ま
す
。

　
乗
り
物
な
ど
で
の
事
故
に
備
え
、交
通
傷
害
保
険
に
ご
家
族
そ
ろ
っ
て

加
入
し
ま
し
ょ
う
。一
人
２
口
ま
で
加
入
で
き
ま
す
。

　
※
出
張
受
付
は
廃
止
に
な
り
ま
し
た

取
り
扱
い
自
治
会

　
携
帯
電
話
や
パ
ソ
コ
ン
の
メ
ー
ル
に
よ
り
不
特
定
多
数

に
事
実
の
な
い
請
求
や
不
当
な
請
求
を
行
う
犯
罪
が
多
く

発
生
し
て
い
ま
す
。事
実
と
異
な
る
架
空
請
求
や
不
当
請
求

を
受
け
た
場
合
、料
金
を
支
払
う
必
要
は
あ
り
ま
せ
ん
。そ

の
よ
う
な
請
求
は
無
視
し
て
く
だ
さ
い
。不
安
に
思
っ
た

り
、人
違
い
か
と
思
い
、相
手
の
言
う
と
お
り
に
請
求
元
に

連
絡
を
取
る
と
、個
人
情
報
を
把
握
さ
れ
て
し
ま
い
、長
期

に
わ
た
り
し
つ
こ
く
料
金
を
請
求
さ
れ
る
お
そ
れ
も
あ
り

ま
す
の
で
、絶
対
に
連
絡
を
取
ら
な
い
で
く
だ
さ
い
。

　
ご
相
談
は
、島
本
町
消
費
者
相
談

ま
で
ど
う
ぞ
。

あ
の
手
こ
の
手
の「
架
空
請
求
・
不
当
請
求
」

不
当
な
請
求
メ
ー
ル
に
ご
注
意
を
！

先程支援家○○様な

らびに××様より送

金依頼がございまし

た。送金受け取りを

希望される場合は規

定期限までに【受け

取り承諾】とご連絡

ください。

お時間を過ぎますと

失効処理となりま

す。ご注意ください。

　事務局　担当△△

件名「重要なご連絡」


問
合
せ
＝
産
業
建
設
課（

962
‐
２
８
４
６
・

961
‐
６
２
９
８
）

島本町消費者相談

日時＝毎週月・水・金曜日

　　　　（祝日・年末年始を除く）

　　　　の午前10時～正午

場所＝ふれあいセンター１階

　　　　相談室１

事例２島本町在住の方に実際

に届いたものです

（株）○○　担当△△です。

　この度、現在お客様ご使用中の携帯端末より、発信者端末電

子名義認証を行い、以前ご登録されました「総合情報サイト」か

ら、無料期間中に退会処理がされていないために、登録料金が

発生し、現状未払いとなった状態のまま長期放置が続いており

ますが、本通達より再度これ以上放置が続きますと、利用規約

に伴い、お客様の身辺調査終了後、後日回収機関により、調査

費・回収費用を含め、ご自宅・お勤め先・第三者への満額請求へ

と代わります。現在調査保留中の額面にて、処理をご希望であ

れば早期に清算・退会処理データ抹消手続きをお願いします。

　　　　連絡先　TEL　06－＊＊＊＊＊＊

　　　　受付時間　平日　9:00～17:00

　　　　定休日　土曜・日曜・祝祭日

　　　　　××担当　　△△まで

　なお、本日の弊社営業時間内までにご連絡の無い場合、手続

き開始とともに上記記載事項どおり、直接回収となりますので

事例１

ふれあい劇場
問合せ＝生涯学習課（ふれあいセンター１階・961-1011・961-1116）

３月26日　　ふれあいセンター ケリヤホール
　第１部　「たまごにいちゃん」　「こんたのおつかい」

　　　　　人形劇団京芸　　　　　（就学前児童～小学生低学年向け）

時　間＝午前11時から（開場は午前10時45分）

＜主催＞島本町教育委員会 生涯学習課
入場無料

申込不要

　「たまごにいちゃん」

　もうとっくに たまごから出ていない

といけない たまごにいちゃん。けど、た

まごにいちゃん

は ずっと たま

ごのままでいた

いと思っていま

した。

　「こんたのおつかい」

　道が二つにわかれてる。はなのみち、

もりのみち。“はな

のみち”はいつも

母さんと通る道。

“もりのみち”は…

よし、今日はこっ

ちの道に行ってみよう！

　第２部　「三びきのくまさん」　「鬼のおくりもの」

　　　　　人形劇団クラルテ　　　（年中児童～小学生高学年向け）

時　間＝午後２時から（開場は午後１時45分）

　「三びきのくまさん」
　森の中のお家

に くまさん達

が帰ってくる

と、誰かが くま

さんのスープを

飲んでしまっていました。（このお話を

リコーダーの生演奏で上演します）

「鬼のおくりもの」
　ぐずぐずしていて、しかられてばか

りいるグズリー

ノ。鬼の家に迷

い込んで やっ

と家に帰ったの

に またまた鬼

のところへ…。



（2）　　平成22年３月1日号 第 869号

町税・保険料の納付、水道料金支払い等には、便利な口座振替をご利用ください。手続きは町内の金融機関または郵便局まで。

　
軽
自
動
車
税
は
、４
月
１
日
現
在
バ
イ
ク
・
軽
自
動
車
な
ど
を
所
有
さ
れ
て
い
る
方
に
課
税
さ
れ

ま
す
。廃
車
・
盗
難
な
ど
で
、す
で
に
所
有
さ
れ
て
い
な
い
方
や
、所
有
者
が
変
わ
っ
て
い
る
の
に
ま

だ
名
義
変
更
さ
れ
て
い
な
い
方
は
、必
ず
３
月
末
ま
で
に
手
続
き
を
し
て
く
だ
さ
い
。３
月
末
ま

で
に
手
続
き
を
さ
れ
な
い
場
合
に
は
、平
成
22
年
度
の
軽
自
動
車
税
が
課
税
さ
れ
ま
す
。

　
な
お
、廃
車
な
ど
の
代
理
手
続
き
を
依
頼
さ
れ
た
場
合
は
、手
続
き
が
完
了
し
て
い
る
か
を
確
認

し
て
く
だ
さ
い
。

バ
イ
ク
・
軽
自
動
車
な
ど
の

廃
車
手
続
き
は
３
月
末
ま
で
に

◆
現
在
、他
市
町
村
の
プ
レ
ー
ト
を
取
り
付

　
け
て
い
る
方

　
転
入
前
の
市
町
村
で
廃
車
手
続
き
を
し
て
く
だ

さ
い
。申
告
に
は
、①
印
か
ん
②
原
動
機
付
自
転
車

申
告
済
証
③
プ
レ
ー
ト
が
必
要
で
す
。な
お
、転
入

前
の
市
町
村
が
遠
方
で
廃
車
申
告
が
困
難
な
場
合

は
、①
〜
③
と
現
住
所
が
確
認
で
き
る
も
の
を
役
場

１
階
税
務
課
に
お
持
ち
く
だ
さ
い
。

125
cc
以
下
の
バ
イ
ク

◆
島
本
町
の
プ
レ
ー
ト
を
取
り
付
け
て
い

　
る
方

　
廃
車
な
ど
の
手
続
き
を
さ
れ
る
方
は
、役
場
１
階

税
務
課
ま
で
、①
印
か
ん
②
原
動
機
付
自
転
車
申

告
済
証
③
プ
レ
ー
ト
を
お
持
ち
く
だ
さ
い
。


問
合
せ
＝
税
務
課

　
　
　
　
　（

962
‐
５
４
１
３
・

962
‐
８
７
７
０
）

軽
自
動
車
・
125

を
超
え
る
バ
イ
ク

　
軽
自
動
車
、125

を
超
え
る
バ
イ
ク
の
所
有
者
で
、住
所
や
名
義
変
更
、廃
車
手
続
き
を
さ
れ
る
方
は
、次
の

場
所
で
３
月
中
に
手
続
き
を
し
て
く
だ
さ
い
。

　
お
持
ち
の
自
動
車
で
、名
義
変
更
や
廃
車
の
手
続

き
な
ど
が
済
ん
で
い
な
い
も
の
は
あ
り
ま
せ
ん
か
？

　
毎
年
、年
度
末
に
あ
た
る
３
月
は
自
動
車
の
登
録

手
続
が
１
年
で
最
も
集
中
し
ま
す
。

　
特
に
、３
月
の
下
旬
は
登
録
窓
口

が
た
い
へ
ん
混
雑
し
、手
続
き
に
何

時
間
も
か
か
る
こ
と
が
予
想
さ
れ
ま

す
の
で
、登
録
の
手
続
き
な
ど
は
比

較
的
空
い
て
い
る
中
旬
ま
で
に
お
済

ま
せ
く
だ
さ
い
。

自
動
車
の
登
録
手
続
は
お
早
め
に

　（
登
録
手
続
案
内
）

大
阪
運
輸
支
局

　（

050
‐
５
５
４
０
‐
２
０
５
８
）

な
に
わ
自
動
車
検
査
登
録
事
務
所

　（

050
‐
５
５
４
０
‐
２
０
５
９
）

和
泉
自
動
車
検
査
登
録
事
務
所

　（

050
‐
５
５
４
０
‐
２
０
６
０
）

　
自
動
音
声
案
内
で
24
時
間
ご
利
用
に
な
れ
ま
す
。

　
な
お
、自
動
音
声
案
内
で
対
応
で
き
な
い
複
雑
な

事
例
な
ど
は
、最
終
的
に
オ
ペ
レ
ー
タ
ー
が
対
応

（
開
庁
日
の
午
前
８
時
30
分
〜
午
後
５
時
15
分
）す

る
シ
ス
テ
ム
と
な
っ
て
い
ま
す
。


問
合
せ
＝
大
阪
運
輸
支
局

　
　
　
　
　（

050
‐
５
５
４
０
‐
２
０
５
８
）


所
得
税
の
申
告
と
納
税
は
３
月
15
日
ま
で

　
平
成
21
年
分
の
所
得
税
の
申
告
と
納
付
の
期
限

は
、３
月
15
日（
月
）ま
で
で
す
。

　
申
告
期
限
を
過
ぎ
て
申
告
書
を
提
出
さ
れ
ま
す

と
、加
算
税
や
延
滞
税
が
か
か
る
場
合
が
あ
り
ま
す

の
で
、ご
注
意
く
だ
さ
い
。

　
な
お
、申
告
書
は
、郵
送
で
も
提
出
で
き
ま
す
。

▼
申
告
書
送
付
先

　
〒
567
‐
８
５
６
５

　
大
阪
府
茨
木
市
上
中
条
１
‐
９
‐
21 

茨
木
税
務
署


贈
与
税
の
申
告
と
納
税
も
３
月
15
日
ま
で

　
１
年
間
に
贈
与
を
受
け
た
財
産
の
価
額
の
合
計

額
が
110
万
円
を
超
え
る
と
き
は
、贈
与
税
の
申
告
が

必
要
で
す
。

　
平
成
21
年
分
の
贈
与
税
の
申
告
と
納
付
の
期
限

は
３
月
15
日（
月
）で
す
。


消
費
税
の
申
告
と
納
税
は
３
月
31
日
ま
で

　
平
成
21
年
分
の
個
人
事
業
者
の
消
費
税
及
び
地

方
消
費
税
の
確
定
申
告
は
、
平
成
22
年
３
月
31
日

（
水
）が
申
告
・
納
付
の
期
限
と
な
っ
て
い
ま
す
。

確
定
申
告
書
は
自
分
で
書
い
て
、お
早
め
に


確
定
申
告
は
国
税
庁
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

　（http://www.
nta.go.jp

）の「
確
定
申

　
告
書
等
作
成
コ
ー
ナ
ー
」の
ご
利
用
を

　「
確
定
申
告
書
等
作
成
コ
ー
ナ
ー
」は
、画
面
の
案

内
に
従
っ
て
、金
額
な
ど
を
入
力
す
れ
ば
、税
額
な

ど
が
自
動
計
算
さ
れ
、消
費
税
な
ど
や
所
得
税
の
確

定
申
告
書
な
ど
を
作
成
で
き
る
便
利
な
シ
ス
テ
ム

で
す
。

　
ま
た
、
作
成
し
た
デ
ー
タ
を
利
用
し
て
、
イ
ン

タ
ー
ネ
ッ
ト
で
自
宅
や
事
務
所
な
ど
か
ら
申
告
や

納
税
が
で
き
る「
ｅ
‐
Ｔ

ａ
ｘ
」（
電
子
申
告
）で

送
信
す
る
こ
と
が
で
き

ま
す
の
で
、申
告
書
の

作
成
に
は
、ぜ
ひ
、「
確

定
申
告
書
等
の
作
成

コ
ー
ナ
ー
」を
ご
利
用

く
だ
さ
い
。

　
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ（http://www.nta.go.jp

）か
ら
出
力
で
き
る
ほ
か
、税
務

　
署
や
役
場
１
階
税
務
課
で
も
用
意
し
て
い
ま
す
の
で
、ど
う
ぞ
ご
利
用
く

　
だ
さ
い
。

▼
税
務
署
や
各
申
告
会
場
で
申
告
の
た
め
ご
来
場
さ
れ
る
際
は
、前
年
分
の

　
申
告
書
の
控
え（
ｅ
‐
Ｔ
ａ
ｘ
で
申
告
さ
れ
た
場
合
は
、申
告
書
等
送
信
票
、

　「
確
定
申
告
の
お
知
ら
せ
」ハ
ガ
キ
）な
ど
を
お
持
ち
く
だ
さ
い
。

▼
平
成
20
年
分
の
確
定
申
告
に
お
い
て
国
税
庁
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ「
確
定
申
告
書

　
作
成
コ
ー
ナ
ー
」や
相
談
会
場
に
設
置
し
た「
ｅ
‐
Ｔ
ａ
ｘ（
電
子
申
告
）用
パ

　
ソ
コ
ン
」を
利
用
さ
れ
た
方
に
は
、申
告
書
の
用
紙
や
確
定
申
告
の
手
引
き
に

　
代
え
て「
確
定
申
告
の
お
知
ら
せ
」ハ
ガ
キ
を
送
付
し
て
い
ま
す
。

　
平
成
21
年
分
の
確
定
申
告
も
、引
き
続
き
ご
自
宅
や
税
務
署
で
ｅ
‐
Ｔ
ａ
ｘ
を

　
ご
利
用
く
だ
さ
い
ま
す
よ
う
お
願
い
し
ま
す
。

　
な
お
、申
告
書
の
用
紙
や
確
定
申
告
書
の
手
引
き
が
必
要
な
方
は
、国
税
庁

〜 

お 

知 

ら 

せ 
〜


問
合
せ
＝
茨
木
税
務
署（

072
‐
623
‐
１
１
３
１
）　
※
税
務
署
は
音
声
自
動
応
答
装
置
を
使
用
し
て
い
ま
す
。税
務
署
へ
電
話
を
お
か
け
の
際
に
音
声

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
応
答
が
流
れ
ま
し
た
ら
、「
２
」番
を
ダ
イ
ヤ
ル
し
て
く
だ
さ
い


問
合
せ

　
▼
軽
自
動
車
＝
軽
自
動
車
検
査
協
会 

大
阪
主
管
事
務
所
高
槻
支
所（

072
‐
661
‐
５
８
７
７
）

　
▼
125

を
超
え
る
バ
イ
ク
＝
大
阪
運
輸
支
局（

050
‐
５
５
４
０
‐
２
０
５
８
）

振
替
日

　
所
得
税（
第
３
期
分
）…
４
月
22
日（
木
）

　
消
費
税（
確
定
申
告
分
）…
４
月
27
日（
火
）

３月は

　
納
税
催
告
を
集
中
し
て
行
い
ま
す
。府
税

収
入
の
確
保
に
向
け
た

さ
ま
ざ
ま
な
取
り
組
み

に
、ご
理
解
と
ご
協
力
を

お
願
い
し
ま
す
。

「
税
収
確
保
重
点
月
間
」


問
合
せ
＝
三
島
府
税
事
務
所

　
　
　
　
　（

072
‐
627
‐
１
１
２
１
）


振
替
納
税
制
度
と
口
座
振
込
み
の
ご
利

　
用
を

　
所
得
税
、消
費
税
及
び
地
方
消
費
税（
個
人
事
業

者
）の
納
税
に
は
、銀
行
な
ど
の
預
貯
金
口
座
か
ら

の
自
動
引
き
落
と
し
に
よ
り
納
税
す
る
こ
と
が
で

き
る
振
替
納
税
制
度
が
あ
り
ま
す
。

　
希
望
さ
れ
る
方
は
、税
務
署
か
預
貯
金
先
の
金
融

機
関
に
備
え
付
け
の「
預
貯
金
口
座
振
替
依
頼
書
」

を
納
付
の
期
限
ま
で
に
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

　
※
還
付
金
の
受
け
取
り
に
は
、銀
行
な
ど
へ
の
口

　
　
座
振
込
み
を
ご
利
用
く
だ
さ
い
。確
定
申
告
書

　
　
の「
還
付
さ
れ
る
税
金
の
受
取
場
所
」に
ご
本

　
　
人
の
口
座
を
記
載
す
る
だ
け
で
口
座
振
込
み

　
　
と
な
り
ま
す
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
問
合
せ
＝
行
政
委
員
会
事
務
局

　（

962
‐
８
４
４
１
・

962
‐
０
３
７
０
）

 

　３月１日から春の火災予防運動が全国一斉に展開されます。空気が乾

燥し、風の強い日が多くなるこの季節は小さな火種でも火災になること

があります。

　また、平成20年中に住宅火災で亡くなった人のうち、およそ６割の人が

逃げ遅れによって生命を落としており、その多くは、夜間に発生していま

す。中には火災警報器を設置していれば早く火災に気づき助かった可能

性がありました。

　消防法が改正され、一般住宅に

も「住宅用火災警報器」の設置が義

務付けられています。ただし、既存

住宅の場合は平成23年５月31日ま

でに設置することが義務付けられ

ています。みなさんの生命を火災

から守るために、まだ設置されて

いない方は、早めに住宅用火災警

報器を設置してください。また、こ

れらの設置義務化に便乗した悪質

な訪問販売には十分気をつけてく

ださい。

消えるまで  ゆっくり火の元 にらめっ子 ３月１日
　この時期は全国的に山火事が

多く発生しています。また空気

が乾燥し、風の強い日が多いた

め、いったん火災が発生すると

大火事になる恐れがあります。

　みなさん一人ひとりが、火の

取り扱いには十分注意して、山

火事防止のため

にご協力をお願

いします。

　町消防本部では山火事防止の

ため、ハイカーなどの入山者や

地域住民のみなさんに山火事予

防を呼びかけ、山林パトロール

を行います。

パトロール期間：３月～５月

　の土・日曜日、祝日

①枯草のある場所や山林の近くでた

　き火をしない。

②火気を使用するときは必ず消火の

　準備をし、その場所を離れない。離

　れるときは完全に消火する。

③風の強い日や空気が乾燥している

　ときには、たき火・火入れをしない。

④火入れを行うときは、必ず許可を受ける。

⑤たばこは指定された場所で喫煙し、

　吸いがらは完全に消すとともに、投

　げ捨てない。

⑥火遊びをしない。

⑦火災とまぎらわしい煙を出したり

　火災が発生する恐れのある行為を

　するときは消防署に届け出る。

⑧各自のごみは、指定された場所に

　捨てるか、持ち帰るなど、マナーの

　向上に努める。

全
国
山
火
事
予
防
運
動

春
の
火
災
予
防
運
動

７日
〜

消さないで 小さな命の 帰る場所

消防本部からのお知らせ 問合せ＝消防本部（962-1199・962-0119）

　平成７年度から使用していたタンク車（水槽付

消防ポンプ自動車）を更新し１月29日から運用を

開始しました。

　タンク車には、２トンの水を常時積載しており

火災現場の最前線で活躍します。

消防本部に配備するタンク車を更新！！消防本部に配備するタンク車を更新！！


対
　
象
＝
福
祉
・
医
療
・
児
童
に
関
す
る

　
資
格（
社
会
福
祉
士
な
ど
）を
有
す
る
方

　
ま
た
は
平
成
22
年
３
月
末
ま
で
に
取
得

　
す
る
見
込
み
の
方
。

　
※
地
方
公
務
員
法
第
16
条
に
定
め
る
欠

　
　
格
事
項
に
該
当
す
る
方
の
登
録
は
で

　
　
き
ま
せ
ん


勤
務
時
間
＝
１
日
７
時
間
45
分（
週
３
日
）


業
務
内
容
＝
役
場
子
ど
も
支
援
課
で
の

　
業
務


報
　
酬
＝
13
万
円


申
込
期
間
＝
随
時
受
付
は
し
ま
す
が
、

　
４
月
か
ら
の
雇
用
分
は
３
月
12
日（
金
）

　
ま
で
と
し
ま
す
。

　
※
４
月
雇
用
分
を
郵
送
の
場
合
３
月
12

　
　
日
消
印
有
効


対
　
象
＝
社
会
福
祉
士
の
資
格
を
有
す

　
る
方
ま
た
は
平
成
22
年
３
月
末
ま
で
に

　
取
得
す
る
見
込
み
の
方
。

　
※
地
方
公
務
員
法
第
16
条
に
定
め
る
欠

　
　
格
事
項
に
該
当
す
る
方
の
登
録
は
で

　
　
き
ま
せ
ん


勤
務
時
間
＝
１
日
７
時
間（
週
４
日
）


業
務
内
容
＝
地
域
包
括
支
援
セ
ン
タ
ー

　
で
の
業
務


報
　
酬
＝
16
万
８
千
円


申
込
期
間
＝
随
時
受
付
は
し
ま
す
が
、

　
４
月
か
ら
の
雇
用
分
は
３
月
９
日（
火
）

　
ま
で
と
し
ま
す
。

　
※
４
月
雇
用
分
を
郵
送
の
場
合
３
月
９

　
　
日
消
印
有
効

非
常
勤
嘱
託
職
員
の
登
録
制
度

①
社
会
福
祉
士

②
家
庭
児
童
相
談
員

《
共
通
事
項
》


社
会
保
険
等
＝
雇
用
保
険
の
み
加
入


提
出
書
類
＝
自
筆
履
歴
書
、各
資
格
証
明
書
の
写
し（
資
格
取
得
見
込
み
の
方
は
、取
得

　
予
定
で
あ
る
旨
の
誓
約
書
※
様
式
は
任
意
）


提
出
方
法
＝
各
担
当
課
に「
持
参
」か「
郵
送
」


採
用
方
法
＝
登
録
者
の
中
か
ら
書
類
選
考
や
面
接
な
ど
で
選
考
し
ま
す
。


有
効
期
間
＝
平
成
22
年
４
月
１
日
〜
平
成
23
年
３
月
31
日
の
１
年
間
。な
お
、年
度
途
中

　
に
登
録
さ
れ
て
も
有
効
期
間
は
平
成
23
年
３
月
31
日
ま
で
と
し
ま
す
。

　
平
成
22
年
度
の
非
常
勤
嘱
託
職
員
の
登
録
希
望
者
の
募
集
を
次
の
と
お
り
行
い

ま
す
。

　
こ
れ
は
、非
常
勤
嘱
託
職
員
を
雇
用
す
る
必
要
が
生
じ
た
と
き
に
、あ
ら
か
じ
め

登
録
い
た
だ
い
た
方
の
中
か
ら
選
考
し
雇
用
す
る
も
の
で
す
。

※
こ
の
登
録
は
、他
に
就
職
し
た
り
、進
学
し
た
り
す
る
こ
と
を
拘
束
す
る
も
の
で

　
は
あ
り
ま
せ
ん
の
で
、登
録
後
、就
職
・
進
学
さ
れ
て
も
か
ま
い
ま
せ
ん


提
出
・
問
合
せ
先

　
①
社
会
福
祉
士
に
関
す
る
こ
と

　
　
〒
618
‐
８
５
７
０【
住
所
記
載
不
要
】

　
　
島
本
町
役
場 

高
齢
福
祉
課（

962
‐
２
８
６
４
・

962
‐
５
６
５
２
）

　
②
家
庭
児
童
相
談
員
に
関
す
る
こ
と

　
　
〒
618
‐
８
５
７
０【
住
所
記
載
不
要
】

　
　
島
本
町
役
場 

子
ど
も
支
援
課（

962
‐
７
４
６
１
・

962
‐
５
６
５
２
）

　
昨
年
８
月
に
執
行
さ
れ
た
第
45
回
衆
議

院
議
員
総
選
挙
に
お
い
て
、選
挙
啓
発
を

積
極
的
に
推
進
し
、明
る
い
選
挙
の
実
現

の
た
め
に
多
大
な
貢
献
が
あ
っ
た
と
し

て
、総
務
大
臣
か
ら「
島
本
町
明
る
い
選
挙

推
進
協
議
会
」が
表
彰
を
受
け
ま
し
た
。

島
本
町
明
る
い
選
挙
推
進
協
議
会

表
彰
さ
れ
る

　
選
挙
が
公
明
か
つ
適
正
に
行
わ
れ
、

有
権
者
の
意
思
が
正
し
く
政
治
に
反

映
さ
れ
る
選
挙
の
こ
と
を
い
い
ま
す
。

こ
れ
を
進
め
る
明
る
い
選
挙
推
進
運

動
は
、特
定
の
政
党
、政
策
、候
補
者
を

支
持
し
た
り
反
対
し
た
り
す
る
選
挙

運
動
と
は
、は
っ
き
り
区
別
さ
れ
ま
す
。

　
町
で
は
、有
識
者
な
ど
か
ら
構
成
さ

れ
る
明
る
い
選
挙
推
進
協
議
会
が
選

挙
時
に
駅
前
で
投
票
参
加
を
訴
え
る

街
頭
啓
発
な
ど
を
実
施
し
、明
る
い
選

挙
の
推
進
に
努
め
て
い
ま
す
。

選
挙
一
口
メ
モ

「
明
る
い
選
挙
」と
は

国
民
健
康
保
険
料

口
座
振
替
済
通
知
書

を
廃
止
し
ま
す


問
合
せ
＝
住
民
課

　（

962
‐
７
４
６
２
・

962
‐
５
６
５
２
）

　
国
民
健
康
保
険
料
を
口
座
振
替
さ
れ
て

い
る
方
に
は
、こ
れ
ま
で
毎
月
は
が
き
で

口
座
振
替
済
通
知
を
行
っ
て
い
ま
し
た

が
、平
成
22
年
３
月
分（
４
月
送
付
分
）を

も
っ
て
終
了
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。

　
今
後
は
、毎
年
１
月
末
頃
に
前
年
の
年

間
納
付
額
の
わ
か
る「
国
民
健
康
保
険
料

納
付
済
通
知
書
」を
送
付
し
ま
す
。

　
み
な
さ
ん
の
ご
理
解
と
ご
協
力
を
お
願

い
し
ま
す
。

《期間中の行事予定》

防炎製品の展示・パネル展示

　（ふれあいセンター）

消防ヘリコプター、消防車両に

　よる防火広報

住宅用火災警報器の啓発活動

※防火ビデオの貸し出し、消火訓

　練の希望は消防本部予防係ま

　でご連絡ください

新築住宅には、「住宅用火災警報器」の設置が義務付けられています。既存の住宅も、平成23年５月31日までに設置する必要があります。
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しまもとの「ごみ」

第 10 回　  缶から缶へ！空き缶リサイクル
　アルミやスチールなどの缶は、比較的早くからリサイクルが始まっている

ものとして、みなさんもご存じではないでしょうか。平成20年度には、アルミ缶

は87.3％、スチール缶は88.5％と高いリサイクル率を示しており、前回紹介し

たビンと並んで、リサイクルの優等生と言えるでしょう。

　島本町では、毎月第１週の地域ごとに決められた日に缶を集めており、平成

20年度の収集量は約72tでした。集められた缶は、清掃工場で選別して、他のご

みから出たアルミや鉄と一緒に市場へ売却され、リサイクルされます。

　アルミ缶は、66.8％（平成20年度実績）が再びア

ルミ缶に生まれ変わっています。リサイクルで作

られるアルミ缶は、原料であるボーキサイトから

新しく作る時に比べて、わずか３％のエネルギー

で作ることができます。アルミ缶のリサイクルは、

資源だけでなく、エネルギーの節約にもつながる

のです。

　スチール缶は、資源化施設で磁石の力を使って

選別され、運びやすいように加工されます。加工さ

れた鉄スクラップは、スチール缶へと再生される

もののほかに、自動車、家電、鉄道、船舶などさまざ

まなものに再生されています。

　アルミ缶の原料であるボーキサイトやスチール缶の原料である鉄は、日本

ではほとんど取れない貴重な資源です。無駄なくリサイクルできるように、上

のマークがついているものなどは分別回収へのご協力をお願いします。

問合せ＝環境課（962-2863・961-6298）

参加資格＝次のすべての条件を満

　　　　　　たす方

平成22年４月１日現在、満13歳以上

　の身体障がい者および知的障がい者

町内在住の方

参加費＝無料

交　通＝各会場まで送迎予定

※１人につき、同一競技内２種目まで出場可能（卓球・アーチェリー・ボウリン

　グは１種目のみ）。２つ以上の競技には出場できません

※ボウリング競技の出場資格は、「１ゲームのアベレージ80点以上の方」

第10回大阪府障がい者スポーツ大会
参加選手募集

競　　技

陸　上　競　技

水　泳

卓　球

フライングディスク

アーチェリー（身体障がい者のみ）

ボウリング（知的障がい者のみ）

日　　程

５月16日

５月22日

５月23日

５月29日

 なみはやドーム（門真市）

 ファインプラザ大阪（堺市）

 浜寺公園アーチェリー場（堺市）

 新大阪イーグルボウル（大阪市）

会　　場

 万博記念競技場（吹田市）

申込方法＝参加申込書（役場１階⑧

　番窓口福祉保健課に備え付け）に記

　入のうえ、３月12日までに福祉

　保健課に提出

　※来庁が困難な場合は、電話・ファッ

　　クスなどでご相談ください

問合せ＝福祉保健課（962-7460・962-5652）

第38回チャリティーゴルフ大会

３月11日から受付開始

開催日＝５月３日（月・祝日）

場　所＝新大阪ゴルフクラブ

対　象＝チャリティーの趣旨にご賛同いただける方（プライベートコンぺも同時開催可）

定　員＝180人(申込み先着順)

申込み＝ＪＡたかつき島本支店、摂津水都信用金庫島本支店、京都銀行山崎支店で受付

参加費＝6,000円

プレー費＝14,000円（昼食代を含む・ノーキャディ)

　※参加費とプレー費は当日に徴収

　※キャディ利用希望者は事前申込みが必要

　※70歳以上の方は1,000円割引あり。年齢を証明するものが必要

日　時＝３月８日 午後１時30分～３時30分

場　所＝ふれあいセンター ケリヤホール

講　師＝宮本茂敏さん（医学博士）

問合せ＝福祉保健課（962-7460・962-5652）

年長者生きがいと健康づくり推進事業

参加費
無　料

「健康長寿の手引き」講演会

＜主催＞島本町年長者クラブ連合会・島本町

　町では、年長者の健康教育を推進し、高齢期の生活の質を高め

るため講演会を開催します。どなたでもお気軽にご来場ください。

問合せ＝島本ライオンズクラブ（961-6511）

＜主催＞島本ライオンズクラブ　＜後援＞島本町

　阪急水無瀬駅のバリアフリー化工事は、現在京都方面行のエレベーターや多機能トイレの設置

に向けて工事中です。昨年の「広報しまもと」11月１日号で、エレベーターなどの完成予定時期を

今年春とお知らせしましたが、工事の進行の遅れにより完成予定時期が６月末まで延期となりま

した。なお、すべての工事の完成予定（平成23年３月）に変更はありません。

　また、駅前広場（山側）は、工事のため仮囲いが引き続き12月末まで設置される予定です。通行

されるみなさんにはご迷惑をおかけしますが、ご理解とご協力をお願いします。

阪急水無瀬駅のバリアフリー化工事に関するお知らせ

京都方面行のエレベーター完成予定は６月末に延期

島本フォレスト・サポーター

（森林ボランティア）養成講座

受講者募集！
　町では平成18年度から、里山の景観を守るなど森林ボランティア

として活動される「島本フォレスト・サポーター」を養成するため、森

林に関する知識・技術を習得する講座を開催しています。

　講座では、毎月平日２回（全12

回）の講習や現地実習を行い、受

講を修了された方には『認定証』

を発行します。

　平成22年度は受講を希望され

る方が所定人数（概ね６人以上）

になった場合のみ講座の開講を

予定しており、今回事前に受講希

望者の募集を行います。多くの方

のご応募をお待ちしています。

受講日時＝平成22年７月頃から開講

　　　　　　午前10時～午後３時

　　　　　　（全12回・平日に開催）

受講場所＝ふれあいセンター、桜井地区の森林 など

対 象 者＝森林に興味を持つ方

受 講 料＝１万円

申 込 み＝応募用紙に必要事項を記入のうえ、３月12日までに役場

　　　　　　２階産業建設課に提出

　　　　　　（応募用紙は産業建設課で配布）

問合せ＝産業建設課（962-2846・961-6298）

問合せ＝産業建設課（962-0360・961-6298）、阪急電鉄㈱技術部（06-6373-5238）

アルミ缶のマーク

スチール缶のマーク

森林整備活動の様子

大阪府の事業では、「障害」という言葉が前後の文脈から人や人の状態を表す場合は「害」の漢字をひらがな表記とします
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　町立歴史文化資料館では、展示や運営に支障がない範囲で、資料館

の施設を住民のみなさんの郷土理解や交流の場として使用していた

だくために団体による使用申請を受け付けています。

平成22年度団体使用申請の受付

使用内容

　地域の歴史、民俗、文化、自然

　　などの展示や発表

　講演会、研究会

　演奏会

　歴史や文化に関する催し

　その他教育委員会が必要と認　

　　めるもの

使用場所

　①資料館屋内

　　展示室中央空間

　　舞台

　　公募展示コーナー

　②資料館屋外

　　正面広場

　③その他

使用料＝無料

申請方法＝町立歴史文化資料館に備え付けている使用許可申請書を使用

　希望日の３か月前から１週間前までに提出してください。

　※使用基準や申請書は町のホームページ（http://www.shimamotocho.jp/）

　　でもご覧になれます

（お詫びと訂正）広報しまもと２月1 5 日号４面「大阪まるごと大売出しキャンペーン」の記事内でプレミアム付商品券の販売期間を３月1 1 日（木）までと記載し
　　 　　 ておりましたが、正しくは、２月2 1日（日）までです。ここに訂正しお詫びいたします。なお、使用できる期間は３月1 1日（木）までです。

島本町スポーツ・レクリエーション祭 問合せ＝町立体育館（・962-1331）第14回

　住民のみなさんが、生涯それぞれの時期に、体力や年齢に応じて、い

つでも、どこでもスポーツに親しむことが

できるような「生涯スポーツの町づくり」の

実現をめざそうと、スポーツ・レクリエー

ション祭を開催します。ご希望の種目に友

人、知人、ご家族をお誘い合わせのうえご参

加ください。

日　時＝３月22日（月・祝） ※屋外で行うものは雨天中止
参加費＝100円（全種目に参加できます） ※参加賞あり

※運動しやすい服装でお越しください（屋内種目には上靴が必要）

※駐車・駐輪は役場前駐車場をご利用ください。体育館前は駐輪のみ可

※近々くわしいチラシを各戸に配布します

※当日、午後６時まで一般利用はできません

＜主催＞町民スポーツ実行委員会　＜後援＞島本町、島本町教育委員会�

＜主管＞スポーツ普及部会、各種目別スポーツ団体

会　場 種　　目

ラージボール卓球

ダブルダッチ

バウンドテニス

バドミントン

スリータッチボール

ソフトバレーボール

剣道

空手道

バランスボール

体力測定

ゲートボール

ソフトボール・野球

タグラグビー

グラウンドゴルフ

サッカー

テニス

時　　間

午前９時～10時30分

午前10時30分～正午

正午～午後１時30分

午後１時30分～３時

午後３時～４時30分

午後４時30分～６時

午前11時～午後１時

午後１時～３時

午後３時～５時

午前10時～午後３時

午前10時～正午

午前10時～午後２時

午前10時～正午

午後１時～３時

午後１時～３時

午前10時～正午

普通のボールより少し大きいためスピードが遅く初心者の方でも楽しめます。

二重なわ跳です。時間内に何回跳べるかを競う「ダブルダッチスピード記録会」を実施します。

柔らかいゴムボールをラケットで打ち、相手コートへ返球するゲームです。

ラケットでシャトルを的に入れたり、ミニゲームなどで遊びます。

スポンジボールを使い、必ず１人１回ボールを打ち、相手コートに返すゲームです。

ボールはゴム製で軟らかく、バドミントンのコートの広さで遊びます。

剣道着・袴を着用しての写真撮影、実演など。実際に竹刀を持って楽しめます。

柔軟体操、補強運動、組み手の練習、基本のツキ、ケリを練習します。

大きな柔らかいバランスボールを使って、筋力トレーニングやリラクゼーションを行います。

血圧や握力などの測定をします。得点をつけて自分の体のバランスを知りましょう。

競技ではなく、スティックなどに触れてもらい、ゲート通しなどのゲームで遊びます。

ボールを的に当てるゲームや投球スピード測定などをします。また、50ｍ走のタイムも測定します。

腰につけたタグを取ったらタックルとみなすラグビーです。

専用のクラブで、できるだけ少ない打数でホールポストにボールを入れる競技です。

サッカーの基本的な練習を行い、その後ミニゲームをします。

未経験者に気軽にラケットに触れてもらい、玉入れや的当てなどのゲームや指導を行います。

町
立
体
育
館

関西電力テニスコート

関 西 電 力

運 動 場

内　　容対　象

中学生以上

５歳以上

中学生以上

小学生以上

小学生以上

小学生以上

５歳以上

小学生以上

成人

小学生以上

小学生以上

小学生以上

小学生以上

小学生以上

中学生以上

小学生以上

体 育 室

柔 道 室

剣道室・研修室

～春風にコーラスの歌声をのせて～

資料館コンサート Vol.14

日　時＝３月14日 午後３時～４時（午後２時30分開場）
出　演＝ゆりの花コーラス（指揮：藤井博子、伴奏：疋田尊子）

プロフィール

平成12年５月に発足して以来、地域に開かれたサークルとして、島本合

唱フェスティバルへの参加や老人ホーム、保育園への訪問活動などをし

ている。毎週、美しい山崎の自然のもとで楽しく練習している。

プログラム＝ふるさとの四季、虹の彼方に（オズの魔法使いより）、

　　　　　　　ドレミの歌（サウンド・オブ・ミュージックより）　ほか

入場料＝無料(申込み不要)

※座席は77席用意しています。入場者多数の場合、入場制限を行うことがあ

　ります

平成21年度第６回

問合せ＝町立歴史文化資料館(961-3411・585-3411)

としょかん もよお

図書館の催し

期　間＝３月５日～14日
 　　　　※３月８日は休館のため除く

時　間＝午前10時～午後５時

場　所＝ふれあいセンター４階 展示室

中村卓二講座と写真展

講　座
日　時＝３月13日 午後２時～４時

場　所＝ふれあいセンター４階 展示室

内　容＝写真をもとに島本の多様な植生を解説

参加無料＆申込不要

写真集「あしあと」から（尺代）

「ファインダーを通して見た島本の自然」

問合せ＝町立図書館（962-4364・962-1051）

写真展も開催！

申込方法＝申請書に必要事項を記入のうえ、郵送、ファックスしてい

た　　　　　　だくか、役場２階政策推進課にお持ちください。

　　　　　　※申請書は、役場１階文化・情報コーナーで配布しているほ

　　　　　　　か、町のホームページ（http://www.shimamotocho.jp/）から

　　　　　　　ダウンロードできます

　寄附金は魅力ある島本のまちづくりのために活用させていただきます

ので、みなさんからのご寄附をお待ちしております。

　※寄附金のうち5,000円を超える分は、確定申告などをすることにより

　　所得税及び個人住民税（所得割の１割が上限）の寄附金控除の対象と

　　なります（所得制限あり）

ふるさと島本応援寄附金制度
（ふるさと納税）　ご寄附をお願いします！

問合せ＝政策推進課（962-5411・962-0385）
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保健コーナー保健コーナー
問合せ・申込み　ふれあいセンター内 健康福祉事業室

　（961-1122・961-1116）　［土・日曜日、祝日を除く午前９時～午後５時30分］

「広報しまもと」は、戸別宅配で全家庭にお届けしています。発行日中にご家庭に届かない場合は、宅配業者 ダイコク（ 0120-01-3912）まで。

茨木保健所からのお知らせ（072-624-4668・072-623-6856）

◆こころの健康相談（随時・予約制）

　うつ病・認知症・アルコール依存症な

どの精神的な病気、ひきこもりに関す

る相談

◆ＨＩＶ抗体検査（無料）

　梅毒・クラミジア抗体検査（一部無料）

　毎週木曜日の午後２時～３時

◆医療機関に関する相談

　安心して医療が受けられるようサ

ポートします。受付時間は祝日を除く

　町では、次の予防接種（すべて無料）を下記の委託医療機関で３月31日まで年間を通して実施しています。

対象のお子さんは、できるだけ、標準的な接種年齢で受けるようにしましょう。

予防接種委託医療機関（予約制）

電話番号

962-0797

962-0771

962-5255

963-0555

961-0517

961-0369

962-2582

072-684-8400

962-5502

委託医療機関名

尼 子 小 児 科 医 院

大阪水上隣保館附属診療所

ごう内科クリニック

髙 島 ク リ ニ ッ ク

高 浜 診 療 所

楠 薫 堂 医 院

ふ じ よ し 医 院

や す だ クリニック

山 口 診 療 所

所在地

若山台二

山崎五

江川二

山崎二

高浜二

青葉二

広瀬四

高槻市神内

水無瀬一

＜三種混合（ジフテリア・百日せき・破傷風）＞

対象年齢

　第１期初回＝生後３か月以上７歳６か月未満

　　（６歳未満までに接種するのが望ましい）

　　※標準的な接種年齢は生後３～12か月

　　確実な免疫をつけるために、接種の翌日から20～　

　　　56日までの間隔をあけて３回接種してください。

　第１期追加＝第１期初回接種（３回）を終了した後、

　　７歳６か月未満

　　※標準的な接種年齢は第１期初回接種後12～18か月

　　確実な免疫をつけるために、第１期初回３回目終了

　　　日から１年～１年半の間に１回接種してください。

＜第２期ジフテリア・破傷風＞

対象年齢＝11・12歳（１回接種）

　　※標準的な接種年齢は11歳

＜麻しん（はしか）・風しん＞

対象年齢（すべて１回接種）

　第１期＝生後12か月以上24か月未満

　　　　　※１歳になったらできるだけ早めに

　第２期＝幼稚園・保育所などの年長児に相当する

　　　　　年齢（５歳以上７歳未満であって、小学校

　　　　　就学の１年前から就学日の前日までの間）

　第３期＝中学１年生に相当する年齢（13歳相当）

　第４期＝高校３年生に相当する年齢（18歳相当）

　※第３期・第４期に該当する方には、すでに個別通

　　知でご案内しています予診票（必要事項を記入）、母子健康手帳、体温計

　をお持ちください。

　※予診票のない方は、ふれあいセンター健康福

　　祉事業室または、委託医療機関でお受け取り

　　ください

　※母子健康手帳は必ずお持ちください。母子健

　　康手帳をお持ちでない方は接種できません

接種後30分は特にお子さんの様子（体調）に気を

　つけてください。

アレルギーや疾患などのある方で、上記委託医

　療機関で接種できない場合は、健康福祉事業室

　までご相談ください。

個別予防接種をお忘れなく！

子　育　て　コ　ー　ナ　ー

◇３月の園庭開放（雨天中止）

　火曜日の午前10時～11時30分に開催

　第二保育所

　　　２日（赤ちゃん教室）　　　　　

　　　16日（わらべうたであそぼう）

　●赤ちゃん教室（２日）

　　対　象＝５か月～１歳３か月

　　内　容＝離乳食の試食

　　　（赤ちゃんにも食べてもらいます）

　　申込み（先着順）

　　　電話で子育て支援担当まで

　●わらべうたであそぼう（16日）

　　時　間

　　　①午前10時15分～10時45分（10組）

　　　②午前10時50分～11時20分（10組）

　　対　象

　　　１歳６か月～就園前の子どもと

　　　その保護者

　　申込み（先着順）

　　　電話で子育て支援担当まで

　第四保育所＝９日、23日

　　（９日はカードづくり）

　史跡桜井駅跡＝30日

町立保育所

（子育て支援担当 ・962-6500）

◇３月のなかよしランド

　木曜日に開催。①は午後１時30分～

３時、②～⑤は午前10時～11時30分

　①つき（３か月～12か月児）＝４日・18日、

②ほし（H20.4.2～H21.2.28生）＝11日、③にじ

（H19.4.2～H20.4.1生）＝18日、④そら(H18.4.2～

H19.4.1生）＝４日、⑤ひかり(H17.4.2～H18.4.

1生）＝４日

◇３月の園庭開放

　《金曜日開放》…５日

　（雨天時は支援センターで実施）

　　午前10時～11時30分

　《日曜日開放》…14日（雨天中止）

　　午前10時～11時30分

　　午後１時30分～３時

◇育児相談

　《電話相談》

　地域子育て支援センター(963-0133)

　山崎保育園(961-2041)

　《面接相談》

　電話で日時を調整します

山崎保育園・地域子育て支援センター

（・963-0133）

★ポリオワクチンの追加接種（有料・予約制）

場　所＝大阪府医師会予防接種センター

　（大阪市天王寺区清水谷町19-14・06‐6768‐1486）

日　時＝毎週火曜日・第４木曜日の

　　　　　午後１時30分～３時30分

予　約＝毎週月～金曜日の

　　　　　午前９時30分～午後４時30分

※接種料金などは事前に大阪府医師会予防接種セン

　ターにお問い合せください

①ポリオ発生地域（中東・インドやアフリカ

　など）へ旅行されるとき

　渡航される１か月前までに接種

②お子さんがポリオワクチン接種を受けるとき

　お子さんが接種を受ける前に接種

　※ただし、授乳中の方は、お子さん

　　が接種を受けた後にお受けくだ

　　さい

　厚生労働省の調査で、ポリオへの抵抗力は昭

和50年～52年生まれの年齢層（抗体保有率50～

80％）の方が、他の年齢層（抗体保有率80～90

％）に比べて低いことがわかっ

ています。昭和50年～52年生ま

れで、特に下に該当される場

合は、ポリオワクチンを追加で

受けることをお勧めします。

３月１日～７日は　 子ども予防接種週間
４月からの入学・入園に備えて、必要な予防接種を受けましょう

昭和50年～52年生まれの方は

　ポリオ(小児マヒ)感染　

に注意!!

日　時＝３月18日

　　　　　午後１時～４時

　町では、町内在住の60歳以上の

方を対象に、将棋の実践解説と対

戦指導を基本とした

講座を開催します。

　参加を希望される

方は、健康福祉事業

室（ふれあいセンター内）までお申

し込みください。

年　長　者

将　　棋　　講　　座

月～金曜日の午前９時15分～午後０時

15分・午後１時～４時です。

◆禁煙相談

　３月９日、23日 午後２時～４時

　対象＝妊婦や産婦・未成年など禁

　　煙治療のできない方など

◆Ｂ型・Ｃ型肝炎ウイルス検査（予約制※）

　３月24日午前９時30分～10時30分

　※過去に検査を受けたことがない20

　　歳以上40歳未満の府民は無料です

場　所＝ふれあいセンター２階

　　　　　機能回復訓練室

対　象＝町内在住の60歳以上の方

講　師＝中藤 誠さん

　　　　　（日本将棋連盟）

定　員＝20人

　(３月２日から申込み先着順)

参加費＝無料

申込み・問合せ

　健康福祉事業室

　（961-1122・961-1116）
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◆今月のこんな本、あんな本

①一般図書 （　）は著者

【サイエンス入門】

　○あなたにもわかる相対性

理論(茂木健一郎)○宇宙を織

りなすもの 上・下(ブライア

ン・グリーン）○小林・益川理論

の証明(立花隆)○素粒子の宴

(南部陽一郎)○脳科学の真実

(坂井克之)○魅了する無限（藤

田博司）○大槻教授の最終抗

議（大槻義彦）○虫のフリ見て

我がフリ直せ（養老孟司）○強

い者は生き残れない（吉村仁）

【ティーンズ・ブックが面白い！】

　○医学のたまご（海堂尊）○

キッドナップ・ツアー（角田光

代）○メジルシ（草野たき）○ユ

アボイス（新津きよみ）○シャ

ボン玉同盟（梨屋アリエ）○

神々の午睡（うたたね）（あさの

あつこ）○ミアの選択（ゲイル・

フォアマン）○とむらう女（ロ

レッタ・エルスワーク）

【話題の新刊書】

　○親鸞 上・下（五木寛之）○

京都の御所と離宮（三好和義）

○凶弾（逢坂剛）○花世の立春

（平岩弓枝）○ごっつい奴（江上

剛）○カッコウの卵は誰のも

の（東野圭吾）○夕暴雨（今野

敏）○オルモスト・ムーン（アリ

町規格葬儀指定業者：アシス(075-932-4242)、洛西センター（075-331-4442）、千里万博葬儀会館水無瀬葬儀ホール（962-5542)、㈱公益社高槻営業所（072-672-0044）、三島葬祭社（962-0273）

◆テニスコート利用抽選（有料）

　日時＝３月７日午前10

時から（抽選の申込受付は４

人１組から）場所＝町立体

育館２階研修室利用日＝４

月中の土・日曜日・祝日コー

ト＝東大寺公園コート・二中

コート

◆尺代テニスコート・グラウ

ンド開放（有料）

　日時＝３月８日・18日

・28日

◆体育館無料開放の日

　日時＝３月７日午前９

時～午後５時

町立図書館

（962-4364・962-1051）

町立体育館

（・962-1331）

◆島本竹工房展

　島本竹工房が会員の作品に

よる竹細工展を開催

　日時＝３月２日～７日

午前10時～午後４時場所

＝町立歴史文化資料館問合

せ＝松浦（090-1968-2887）

町・教育委員会の後援事業

ス・シーボルト）○マーシイ（ト

ニ・モリスン）

②児童書

【よみもの】

　○だいすきてづくり！ １、２

（尾崎曜子）○クララ、いっしょ

に走ろう（今西乃子）○ぞうの

はなはなぜながい（キップリ

ング）○チームひとり（吉野万

里子）○つづきの図書館（柏葉

幸子）○猫耳探偵まどか（松原

秀行）○人形劇場へごしょう

たい（サリー・ガードナー）○ゴ

ハおじさんのゆかいなお話 エ

ジプトの民話

【えほん】

　★ホーホー！きれいだな

（ティム・ホブグッド）★かいぶ

つトロルのまほうのおしろ（た

なか鮎子）★うっかりもののま

ほうつかい（オリガ・ヤクトー

ヴィチ)★はるまちくまさん

（ケビン・ヘンクス）★だじゃれ

日本一周（長谷川義史）★じゃ

んけんぽん（せなけいこ）★

ちゅーちゅー（宮西達也）

◆わくわくかみしばい

　日時＝３月３日午後３

時30分～４時場所＝図書館内

◆おはなしかい

　日時＝３月13日午前11

時～11時30分場所＝図書館内

みんなのひろば

公共団体からのお知らせ

問合せ＝社会福祉協議会（962-5417・962-6325）

日　時＝３月13日 午後１時30分～３時30分

　　　　　（午後１時開場）

場　所＝ふれあいセンター ケリヤホール

内　容

　第一部：金の卵をうむにわとり、詩「求めない」

　第二部：うらぼんえ

朗読ボランティアグループ愛音

お　　め　　で　　と　　う

「いのちと献血俳句コンテスト」で

第二中学校が中学校の部団体賞を受賞
　１月に第四回「いのちと献血俳句コンテスト」の最終審査が行

われ、応募総数301,045句の中から第二中学校１年の山田美穂さ

んが優秀賞、同じく１年の上村未咲さんが入選作品に見事選ば

れました。また、第二中学校が団体賞を受賞しました。おめでと

うございます。

優秀賞　第二中学校 １年３組 山田美穂さんの句

　　　　「母編んだ セーター少し 大きいな」

入　選　第二中学校 １年３組 上村未咲さんの句

　　　　「あの人に 菜の花つんで 持っていく」

◆労働基準法が改正されます

　改正法施行日＝４月１日

内容＝時間外労働に対す

る割増賃金率の引上げ、代替

休暇制度の創設、時間単位年

休制度の創設その他＝詳細

は最寄りの労働基準監督署

（島本町は茨木労働基準監督

署）にお電話ください。改正法

の概要は大阪労働局ホーム

ページ（http://www.osaka-rod

o.go.jp)でもご覧いただけま

す問合せ＝茨木労働基準監

督署（072-622-6871）

◆「現代アートの世界に輝く

新星」展

　応募作品791点の中から選考

された、障がいのある方が製

作した魅力とエネルギーに溢

れる現代アート作品の展覧会

を開催します。

　開催期間＝３月９日～

25日開催場所＝大阪府立

現代美術センター展示室Ａ、

Ｂ（地下鉄谷町線・中央線「谷町

四丁目」駅１Ａ出口方向へ徒

歩３分）問合せ＝大阪府立

現代美術センター（06-4790-

8520・06-4790-8522）

《後援》島本町社会福祉協議会

しまもとガイドマップしまもとガイドマップを

ご利用ください

　町では、島本町の歴史・自然などを紹介する「しまもとガイ

ドマップ」を発行しています。島

本町を散策したいと思われたら

ぜひご利用ください。

　「しまもとガイドマップ」は役

場１階文化・情報コーナーや町

立歴史文化資料館で配布してい

ます。

25周年記念講演　朗読de劇

問合せ＝自治・防災課

　（962-0380・962-8770）

裏面は町

　の地図に

　なってい

　ます

◆いきいき歌体操教室

　健康増進と心身のリフレッ

シュをしましょう！

　日程＝①３月５日②３

月19日③４月２日④４月

16日時間＝午後１時～３

時場所＝ふれあいセンター

（①１階健康教育指導室②③

④３階第四学習室）対象＝

どなたでも参加費＝１回300

円（初回無料）定員＝30人（事

前申込不要）持ち物＝飲み

物、タオルその他＝動きや

すい服装・靴でお越しくださ

い問合せ＝松岡（いきいき歌

体操同好会・962-9631）

◆ガールスカウト一日体

験と説明会

　ガールスカウト大阪府第90

団が開催

　日時＝３月14日午前10

時～正午場所＝ふれあいセ

ンター１階健康教育指導室

対象＝年中及び年長、小学１

～３年生の女児とその保護者

持ち物＝水筒内容＝保護

者向けの説明会、ロープの不

思議参加費＝無料申込み

＝不要問合せ＝天沼（・

961-2728）

◆春のバドミントン〈レッド

ソン杯〉大会

　島本町バドミントン連盟が

開催

　日程・内容＝①４月18日

午前９時から［男女別ダブル

スＡ・Ｂ・初級］②４月25日午

前９時から［混合ダブルスＡ・

Ｂ級］場所＝第一中学校体

育館参加費＝１ダブルスに

つき、連盟加入クラブ1,600円、

一般2,000円、中・高校生1,000

円申込み＝３月18日まで

に藤目（・961-8008）まで

◆着付けを楽しく学びましょう

　着付教室同好会が会員募集

　活動日時＝第２・４木曜

日の午前９時30分～11時30分

活動場所＝ふれあいセン

ター３階 一般座敷会費＝月

額1,000円定員＝20人（申込

み先着順）内容＝自分で着

付けができるように、また、着

物の常識を教えます持ち物

＝着物小物一式（足袋・肌着・裾

よけ・長じゅばん・タオル２本・

腰ひも５本・襟芯・伊達締２本・

前板）、帯と付属品など申込

み＝坂本（962-5947）

◆短歌会水生（みなせ）会員募集

　ご自分で短歌を作ってみた

い方はどうぞお越しください

　活動日時＝毎月第４土曜

日の午前10時～正午活動場

所＝ふれあいセンター３階第

二学習室内容＝実作コー

ス（添削及び近代短歌の講義

あり）、聴講コース会費＝

実作コース1,500円、聴講コー

ス500円定員＝20人（申込み

先着順）講師＝野間亜太子

さん（日本ペンクラブ会員・歌

人）問合せ＝坂田（962-8335）

◆テニス教室(４月～９月)会

員募集

　島本町テニス協会が募集

　対象＝町内在住・在勤の

方申込み＝３月21日午前

９時30分～正午に町立体育

館２階会議室で受付問合せ

＝巽（961-4187）

《ジュニア教室》…練習日＝

第２・３・４土曜日（締切後時間

設定）対象＝小学４年生～

中学３年生場所＝水無瀬グ

リーンテニスクラブ会費＝

8,000円、協会費1,000円

《平日・日曜教室》…練習日＝

平日教室…火・木曜日の午前10

時～午後２時、日曜教室…午

前８時～午後２時対象＝高

校生以上場所＝東大寺公園

テニスコート会費＝2,000

円、協会費3,000円

お知らせコーナー



（8）平成22年３月１日号 第869号

◎ごみは、回収容器に分別して出しましょう。　◎ペットを飼うにも、マナーが大切。ペットのフンは持ち帰りましょう。

桜井１～３

広瀬１～５

大字山崎、山崎４・５

大字東大寺、東大寺２

山崎１～３、青葉１～３

大字大沢、桜井４・５

江川１・２、高浜１・３

大字尺代、大字広瀬
若山台１・２
ホース３本以上と大口家庭

東大寺１・３・４、百山

　４月はじめの収集地区…４月１日

（東大寺１・３・４、百山）

くみ取り口付近には、車や物を置かないで

　ください。

くみ取り当日は、バケツ一杯程度の水を流

　してください。

水無瀬１・２、高浜２

収集日当日の朝８時までに、きちんと分別して、決めら

　れた場所へ出してください。

毎週

火・金

燃える

ご　み
地 　区　 名

リサイクル・危険・有害ごみ

水無瀬２

青葉１・２、桜井１

若山台２（善光寺地区は大字

東大寺の日に収集）

東大寺３

大字桜井、桜井２～５

桜井台、江川１・２

高浜１～３、百山

大字大沢、大字尺代

東大寺４、大字広瀬（百山稲

荷地区）、広瀬１～５

水無瀬１、若山台１

大字山崎、山崎１～５

大字東大寺(若山台２の善光

寺地区も収集)

東大寺１・２、青葉３

・空き缶類

・危険ごみ

・有害ごみ

・金属製のフタ

・アルミ箔

・針金などから

　みやすいもの

・ダンボール
・新聞紙
・雑誌
・牛乳パック
・その他古紙類
・ペットボトル
・古着類

・空きびん類
 （フタは取る）

・ガラス類
 （茶わん、耐熱ガ
 ラス、鏡、水槽は
 第４週へ）

・小型電気製品
・自転車
・陶器類
・ふとんなど
　敷物類
・金属製品
・木材類
・耐熱ガラス類

不燃等ごみ

３月のごみ収集

日

４・18日

し尿・ごみに関するお問合せ　環境課（962‐2863・961‐6298）

下水道が使える地域は、すみやかな切り替

えにご協力ください。

５・19日

８・23日

第１月曜日

１日

９・24日

10・25日

11・26日

12・29日

１・15・30日

２・16・31日

第２月曜日

８日

第３月曜日

15日

第４月曜日

22日

第４火曜日

23日

第４木曜日

25日

第４金曜日

26日

第３火曜日

16日

第３木曜日

18日

第３金曜日

19日

第２火曜日

９日

第２木曜日

11日

第２金曜日

12日

第１火曜日

２日

第１木曜日

４日

毎週

月・木

毎週

火・金

毎週

月・木

第１金曜日

５日

女性相談

 第二水曜日 15：00～17：00

 第四火曜日 13：00～17：00

 （※予約制・人権推進課962-0372）

教育相談

 毎週月～金曜日 10：00～16：00

 （教育センター962-4238）

各種相談等
(役場１階 相談室)

その他の相談

ごみ・し尿の収集日、ごみの分別方法等は、

町ホームページ（http://www.shimamotocho.jp/）

でもご覧いただけます。

　手話通訳者の配置

町立図書館・休館日

町立体育館・休館日

　施設の休館日 家庭児童相談（子ども支援課962-7461）

 毎週月～金曜日 9：30～17：00

デンワ子育て相談 （子育て支援担当962-6500）

育児相談

 偶数月の第２水曜日 13：30～15：00

 奇数月の第２月曜日 9：30～11：00

 （健康福祉事業室961-1122）※電話相談は随時

３月のし尿収集日

プレイルーム

第二学習室

月～金曜日  9：00～17：00

福祉保健課に配置

（962-7460・962-5652）

育　児

女　性

体・休

図・休

３・17日

心配ごと相談

 第１木曜日 10：00～12：00

 第３・５木曜日 13：00～16：00

法律相談

午前９時～午後５時30分(土・日曜日、

祝日を除く)に電話で受付

※１日６件まで・１案件につき１回の

　み相談できます

　　　　　　司法書士による相談

 第１木曜日 13：00～16:00

　　　　 弁護士による相談

 第２・４木曜日 13：00～16:00

ボランティア相談

 毎週月～金曜日 9：00～17：00

社会福祉協議会 相談室

（962-5417・962-6325）

町長席の設置

 毎週月曜日 9：00～10：00

（政策推進課962-5411）

行政相談

 第４木曜日 13：00～15：30

（自治・防災課962-0380）

人権相談

 第３木曜日 13：00～16：00

（人権推進課962-0372）

母子・寡婦相談

 毎週火・木曜日 9：30～17：30

（福祉保健課962-7460）

心配ごと

法律(司)

法律(弁)

消費者

行　政

人　権

母子・寡婦

歴・休

町立歴史文化資料館・休館日

３月のカレンダー

月

火

水

木

金

土

日

月

火

水

木

金

土

日

月

１

２

３

４

５

６

７

８

９

10

11

12

13

14

15

火

水

木

金

土

日

月

火

水

木

金

土

日

月

火

水

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

※は､ふれあいセンターで実施

テニスコート利用抽選

町を美しくする日

ノーマイカーデー（プレート末尾が偶数）

ノーマイカーデー（プレート末尾が奇数）

体育館無料開放の日

町長席

園庭開放（第四保育所)

健康相談(13:30～15:00）

園庭開放（第二保育所)

園庭開放（第二保育所)

園庭開放（第四保育所)

普通救命講習会（消防本部・13:30～16:30）

園庭開放（山崎保育園)

ＢＣＧ予防接種（14：00～15：00）

園庭開放（山崎保育園)

振替休日

ふれあい劇場（11:00～、14:00～）

猫に関する相談と引取りは、三島府民センター

　（茨木市・072-627-1121）で実施

　相談（毎週月～金曜日の9：00～15：45)

　引取り（毎週火・木曜日の9：30～12：00）

犬と子猫（生後91日未満）の引き取りは、　

　環境課（962-2863）で実施

　毎週水曜日の10：00～16：00 ※印かん持参

犬・猫

島本町スポーツ・レクリエーション祭（町立体育館ほか）

町立歴史文化資料館コンサート（15:00～16:00） 消費者相談

 相談室１

 毎週月・水・金曜日 10：00～12：00

 （産業建設課962-2846）

図・休

図・休

図・休

図・休

図・休

図・休

体・休

体・休

歴・休

歴・休

歴・休

歴・休

歴・休

園庭開放（史跡桜井駅跡)

春分の日

緑と花いっぱいの会

町長席

町長席

行　政

人　権母子・寡婦

母子・寡婦

母子・寡婦

母子・寡婦

母子・寡婦

母子・寡婦

母子・寡婦

母子・寡婦

母子・寡婦

心配ごと

心配ごと

法律(司)

法律(弁)

法律(弁)

消費者

消費者

消費者

消費者

消費者

消費者

消費者

消費者

消費者

消費者

消費者

消費者

消費者

育　児

女　性

女　性

犬・猫

犬・猫

犬・猫

犬・猫

犬・猫

※町長席は他の公務のため中止します

※町長席は他の公務のため中止します

島本森のクラブ活動日

島本森のクラブ活動日


